
船舶事故調査報告書 

令和８年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年１１月１６日 １３時４０分頃 

発生場所 愛知県南知多町篠島西岸 

 篠島港西防波堤灯台から真方位１２１°１４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.６′ 東経１３７°００.０′） 

事故の概要  プレジャーボート一進
いっしん

丸は、航行中、暗岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年１１月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 一進丸、５.７トン 

 ２４０－２２６１０愛知、西部運輸株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、三重県鳥羽市答
とう

志
し

島沖での釣りを

終え、愛知県西尾市寺津漁港の係留場所に向けて帰航を開始した。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを作動させ、操縦席に腰を掛けて手動操

舵で操船に当たり、本船が約１２～１３ノットの対地速力で南知多町

広
ひろ

亀
がめ

島西北西方沖を北進中、周囲に航行の支障となる他船がいないこ

とを確認した後、いつしか居眠りした。 

 北進中の本船は、広亀島北北西方沖において、右回頭を開始した。 

 本船は、右回頭を続けて篠島西岸の暗岩（以下「本件暗岩」とい

う。）に乗り揚げた。船長は本船が乗り揚げた衝撃によって目を覚ま

した。 

 船長は、海上タクシーによって救助された。 

 本船は、その後、南知多町所在の漁業協同組合所属の漁船に引き出

され、寺津漁港に戻された。 

 船長は、事故発生場所付近の航行経験が年間約２０回あり、今まで

操船中に居眠りをしたことがなかった。本事故当時、広亀島西方沖に

おいて本船を北進させていた時は記憶があったが、その後、本船が乗

り揚げるまでの記憶がなかった。 

 船長は、ふだん、約６時間の睡眠をとっており、本事故前日の睡眠

時間は約５時間であったが、出航時及び釣りを終えて帰航する際、眠

気を感じていなかった。 

 本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約１.３ｍであった。 



分析  船長が、手動操舵で操船中、広亀島北北西方沖から先の記憶がな

く、本船の乗揚直後に目を覚ましたことから、この間、居眠りしてい

たものと考えられる。 

 本船は、乗揚前に右回頭していたことから、船長が、居眠り中、舵

輪を無意識に右に回していた可能性があると考えられる。 

 船長は、釣り等による疲労や釣りを終えて帰港する際、周囲に通航

船舶がいなかったことから、気が緩んで居眠りした可能性があると考

えられる。 

 これらのことから、本船は、航行中、本件暗岩に乗り揚げたものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、航行中、船長が居眠りしたため、広亀島北北西

方沖において、右回頭して本件暗岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操船中、眠気を催した際は、同じ姿勢を続けることな

く、風に当たったり、体を動かしたり、コーヒーを飲んだりして

居眠りを防止すること。 

 ・船長は、前記の居眠り防止措置に効果がないと感じた場合、無理

に操船を継続せず、周囲の安全が確認できる場所で船を停船させ

て仮眠等の休息をとること。 

 


